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このたびは当組合をご利用いただきまして有難うございます。
ご承知のとおり、自動車、原動機付自転車（バイク、電動キックボード等）や車検対象外自動
車などを運行する場合には、法律（自動車損害賠償保障法といいます。）によって必ず自賠責共
済をつけ、その自賠責共済証明書を自動車に備えつけなければならないことになっています。
また、原動機付自転車（バイク、電動キックボード等）や車検対象外自動車などは、自賠責共
済証明書を備えつけるほか、共済標章（ステッカー）をナンバープレート等にはらなければ運行
できません。
このしおりには、是非知っておいていただきたい自賠責共済のポイントをまとめましたので、
ご一読のうえ自賠責共済証明書と一緒におもちください。
なお、自賠責共済についておわかりにならない点は、ご遠慮なく当組合代理所または当組合（他
の損害保険会社でも結構です。）におたずねください。
当組合代理所では、共済契約の締結の代理権を有しており、当組合との委託契約に基づいて、
共済契約の締結、共済掛金の領収、自賠責共済証明書の交付等の業務を行っております。



……………………………………………………………………………
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ナスバ（独立行政法人自動車事故対策機構）の被害者援護制度について

共済掛金払込に関する特約
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４
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原動機付自転車（バイク、電動キックボード等）や車検対象外自動車などには、共済標章（ステッカー）
をはりつけましょう。
原動機付自転車（バイク、電動キックボード等）や車検対象外自動車などには、共済契約の満期年
月を示す共済標章（ステッカー）をお渡しいたしますので、必ず所定の場所（ナンバープレート左上
部分など）にはりつけてください。

登録番号
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ご面倒ですが自賠責共済証明書をご準備のうえ、当組合で手続きをしてください。
なお、手続きに当たっては印鑑および確認書類を必要とする場合があります。くわしくは当組合にお
問合わせください。
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自動車の用途や種別がかわった場合には共済掛金がかわります。その場合、共済掛金をお返しする
か、または追加してお支払いいただくことがあります。

による
署名※２

による
署名※２

※１

※１

※１、２　確認書類が印鑑証明書の場合は、印鑑証明書と同一印影をご捺印ください。
※２　　　法人の場合は、従前と同じ取扱い（記名・捺印）となります。

運転免許証、健康保険の資格確認書、社員証、印鑑証明書　、マイナンバーカード、パ
スポートなどご契約者本人であることを確認できるもの

による手続きの場合

による手続きの場合

ご面倒ですが自賠責共済証明書をご準備のうえ、当組合で手続きをしてください。
なお、手続きに当たっては印鑑および確認書類を必要とする場合があります。くわしくは当組合にお
問合わせください。
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原動機付自転車
バ イ ク、電 動
キックボード等

および

および

および

および

（新）標識交付証明書および（旧）標識交付証明書のコピー等
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　次の場合に限り解約が認められていますので、下記の確認書類のほかに、運転免許証、健康保険の資
格確認書、社員証、印鑑証明書、マイナンバーカード、パスポートなどご契約者本人を確認できる書類
および自賠責共済証明書、さらに原動機付自転車（バイク、電動キックボード等）・軽二輪自動車などの
ときは共済標章（ステッカー）をご準備ください。これらの書類に加え、当組合の定める解約承認請求
書をご提出（提示）いただいたときから起算して所定の共済掛金をお返しいたします。

原動機付自転車
バ イ ク、電 動
キックボード等

および

および

および

および

（新）標識交付証明書および（旧）標識交付証明書のコピー等
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軽自動車税（種別割）
廃車申告受付書

自動車検査証とナンバープレ
ートを軽自動車検査協会に提
出した場合

●他の自賠責保険証明書
または自賠責共済証明書
●「車検証閲覧アプリ」を用
いてダウンロードされた
車検証情報のPDFデータ

原動機付自転車
バ イ ク、電 動
キックボード等
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原動機付自転車（バイク、電動キックボード等）や軽二輪自動車の自賠責共済の満期には特にご注
意ください。
原動機付自転車（バイク、電動キックボード等）や車検対象外自動車には車検制度がないので、継
続契約をつい忘れがちです。
共済契約の満期が近くなったときには、最寄りの当組合代理所または当組合にて継続契約の手続き
をおとりください。
　なお、一般的に、長期契約ほどお支払いいただく共済掛金は割安になります。契約更新漏れを防ぐ
ためにも、なるべく長い共済期間での契約をご検討ください。

自動車の車台番号および登録番号ならびに

無共済で走ると、１年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらに違反点数６点となり免許停止
処分となりますので、満期前１ヵ月以内となったら、お早めにご継続の手続きをおとりください。

軽自動車税（種別割）
廃車申告受付書

自動車検査証とナンバープレ
ートを軽自動車検査協会に提
出した場合

●他の自賠責保険証明書
または自賠責共済証明書
●「車検証閲覧アプリ」を用
いてダウンロードされた
車検証情報のPDFデータ

原動機付自転車
バ イ ク、電 動
キックボード等
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、通常

一旦
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※

多くのご かつ公正・
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ご連絡準備

ご準備

※

多くのご かつ公正・
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　自動車事故に伴う損害賠償の紛争を解決するため、中立公正な立場で和解あっ旋および審査を行っ
ている公益財団法人です。全国11 ヶ所に設置されています。

2026年4月1日現在

受付時間　平日　月曜日～金曜日（祝祭日と 12 月 29 日～ 1月 3日を除く）
　　　　　午前 9時～午後 5時（正午～午後 1時を除く）
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2026年4月1日現在

［電話番号］　0120-078325（フリーダイヤル） 月曜～金曜（土・日・祝日を除く）10：00～19：00
※国際電話、IP電話からの相談のお電話は（03-3581-1770）にて受け付けております。
　月曜日～金曜日（祝日を除く）10：00～15：30（12：30～13：00は休憩時間）

弁護士による無料の示談あっ旋・審査業務も行っています。

電話番号で、弁護士による10分程度の電話相談も行っています（相談料・通話料無料）。

　自動車事故に伴う損害賠償の紛争を解決するため、中立公正な立場で和解あっ旋および審査を行っ
ている公益財団法人です。全国11 ヶ所に設置されています。

2026年4月1日現在

受付時間　平日　月曜日～金曜日（祝祭日と 12 月 29 日～ 1月 3日を除く）
　　　　　午前 9時～午後 5時（正午～午後 1時を除く）
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指定を受け

電話番号 0120-159-700（フリーダイヤル）
受付時間　午前 9時～ 12 時、午後 1時～ 5時
　　　　　（土日、祝日、年末年始（12/28 ～ 1/4）は除く）

2026年4月1日現在

公正中立で専門的な知見を有する弁

また、自賠責共済の支払いをめぐる相談等の対応も行っています。
書面による
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指定を受け

電話番号 0120-159-700（フリーダイヤル）
受付時間　午前 9時～ 12 時、午後 1時～ 5時
　　　　　（土日、祝日、年末年始（12/28 ～ 1/4）は除く）

2026年4月1日現在

公正中立で専門的な知見を有する弁

また、自賠責共済の支払いをめぐる相談等の対応も行っています。
書面による

⑸　ナスバ（独立行政法人自動車事故対策機構）の被害者援護制度について
ナスバ（独立行政法人自動車事故対策機構）は、全国50カ所に支所を設置し、自動車事故により、

「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事および排泄な
ど日常生活動作について「常時」または「随時」の介護が必要な状態の方への介護料の支給や、自動車
事故により保護者が亡くなられたり、重い後遺障害を残すこととなった家庭（生活困窮家庭）の中学校
卒業までのお子様を対象とした交通遺児等生活資金貸付などを行っています。
また、自動車事故により脳損傷を生じ、重度の後遺障害が継続する状態にあり、治療と常時の介護を
必要とする方を専門に治療・看護・リハビリテーションを行う療護施設の設置・運営を行っています。
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32 7021

239 3207

32 5671

558 3155

213 7250

651 2701

ナスバ（独立行政法人自動車事故対策機構）一覧表（2026年4月1日現在）

中部療護センター 0574－24－2233

岡山療護センター 086－244－7041

療護施設一覧表（2026 年 4月 1 日現在）
東北療護センター 022－247－1171

千葉療護センター 043－277－0061

22



32 7021

239 3207

32 5671

558 3155

213 7250

651 2701

ナスバ（独立行政法人自動車事故対策機構）一覧表（2026年4月1日現在）

中部療護センター 0574－24－2233

岡山療護センター 086－244－7041

療護施設一覧表（2026 年 4月 1 日現在）
東北療護センター 022－247－1171

千葉療護センター 043－277－0061

23



前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が
書面または当組合の指定する電磁的方法による通知
をもってその訂正を申し出て当組合がこれを承認し
た後、または当組合が解除の原因があることを知った
時から１か月を経過した場合もしくは共済契約締結の
時から5年を経過した場合は、これを適用しません。
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前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が
書面または当組合の指定する電磁的方法による通知
をもってその訂正を申し出て当組合がこれを承認し
た後、または当組合が解除の原因があることを知った
時から１か月を経過した場合もしくは共済契約締結の
時から5年を経過した場合は、これを適用しません。
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ロ　被共済自動車が、道路運送車両法第41条に

規定する自動運行装置（以下「自動運行装置」
といいます。）を備えているときは、当該装置
の作動状況
ハ

ニ

前号の事項のほか、当組合が特に必要とする
書類または証拠となるものの提出を求めた場合
には、遅滞なく、これを提出すること。

損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または
提起された場合は、遅滞なく、書面または当組合の
指定する電磁的方法により当組合に通知すること。

次の事項を遅滞なく、当組合に通知するこ
と。
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ロ　被共済自動車が、道路運送車両法第41条に

規定する自動運行装置（以下「自動運行装置」
といいます。）を備えているときは、当該装置
の作動状況
ハ

ニ

前号の事項のほか、当組合が特に必要とする
書類または証拠となるものの提出を求めた場合
には、遅滞なく、これを提出すること。

損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または
提起された場合は、遅滞なく、書面または当組合の
指定する電磁的方法により当組合に通知すること。

次の事項を遅滞なく、当組合に通知するこ
と。

いずれかに該当する場合に限り、当組合に対する
書面または当組合の指定する電磁的方法による通
知をもって共済契約を解除することができます。
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その他の自動車であるときは証明書を当組合へ返
納または破棄しなければなりません。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当組
合は共済契約者に対する書面による通知をもっ
て、共済契約者は当組合に対する書面または当組
合の指定する電磁的方法による通知をもって、そ
れぞれ共済契約を解除することができます。
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その他の自動車であるときは証明書を当組合へ返
納または破棄しなければなりません。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当組
合は共済契約者に対する書面による通知をもっ
て、共済契約者は当組合に対する書面または当組
合の指定する電磁的方法による通知をもって、そ
れぞれ共済契約を解除することができます。
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、自動運行装
置の作動状況等に応じ、共済契約者または被共済
者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは
証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求
めることがあります。この場合には、当組合が求め
た書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力
をしなければなりません。
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、自動運行装
置の作動状況等に応じ、共済契約者または被共済
者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは
証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求
めることがあります。この場合には、当組合が求め
た書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力
をしなければなりません。
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損傷もしくは識別困難となった証明書もしくは共
済標章の提出またはその証拠の提出があった場合
盗難、焼失、滅失等により証明書または共済
標章を提出することができないときは、これを
証する書類の提出があった場合
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（この特約の適用条件）
第 1条　この特約は、共済契約者が、当組合の承
諾を得て、クレジットカード、デビットカード、
電子マネー、ＱＲコード決済その他名称の如何を
問わず、一般的な購買に繰り返し利用できる電子
的な決済手段（以下「キャッシュレス決済手段」
といいます。）のうち当組合の指定する方法によ
り共済掛金（注）を払い込む場合に適用されます。
（注）共済契約締結時に共済契約者より収受する
共済掛金および共済契約の締結後において自動
車損害賠償責任共済約款に従い当組合が共済契
約者へ追徴する共済掛金をいいます。以下同様
とします。

（共済掛金の払込方法）
第 2条　共済契約者は、共済掛金を当組合が指定
するキャッシュレス決済手段によって払い込むこ
とができるものとします。

（共済掛金収受）
第3条　前条の規定により当組合が指定するキャッ
シュレス決済手段により共済掛金を払い込む場合
は、当組合は、共済契約者がキャッシュレス決済
手段の会員規約やサービス利用規約等（以下「会
員規約等」といいます。）に従い決済手続を完了
した時に、共済掛金が払い込まれ、当組合が共済
掛金を収受したものとみなします。

（共済掛金相当額を領収できない場合の取扱い）
第 4条　当組合がキャッシュレス決済手段を提供

する者（以下「支払サービス事業者」といいます。）
から共済掛金相当額を領収できない場合には、当
組合は、この特約により、共済契約者に当該共済
掛金を直接に請求することができるものとしま
す。ただし、共済契約者が会員規約等に従い支払
サービス事業者に共済掛金相当額の全部または一
部を既に支払っているときは、当組合は、その支
払った金額について共済契約者に請求することは
できないものとします。

（共済掛金の返還の特則）
第 5条　当組合がこの共済契約について共済掛金
を返還する場合には、当組合は、支払サービス事
業者からの共済掛金相当額の領収を確認した後に
共済掛金を返還します。ただし、次のいずれかの
場合についてはこの限りではありません。
⑴　当組合が前条の規定により共済契約者に共済
掛金を請求し、かつ、共済契約者が遅滞なく当
組合に当該共済掛金を払い込んだ場合
⑵　会員規約等に定める手続きによってキャッ
シュレス決済手段が使用され、かつ、会員規約
等に従い支払サービス事業者に共済掛金相当額
の全額が既に払い込まれている場合

（準用規定）
第 6条　この特約に定めのない事項については、こ
の特約の趣旨に反しない限り、自動車損害賠償責
任共済約款の規定を準用します。

共済掛金払込に関する特約
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東 京 事 業 本 部 03-5962-4300

釧 路 支 所 0154-51-7900

京都サービスセンター
兵 庫 県 支 部

075-353-0320
078-367-6805

025-201-6506

097-558-7835

054-295-9191


